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▽
軟
式
野
球

　
①
上
県
②
上
対
馬

▽
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

　《
男
子
》①
美
津
島
②
豊
玉

　《
女
子
》①
上
県
②
美
津
島

▽
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

　《
男
子
》①
厳
原
②
美
津
島

　《
女
子
》①
厳
原
②
豊
玉

���������

▽
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

　【
団
体
の
部
】①
美
津
島
②
厳
原

　【
個
人
の
部
】�

　《
一
般
男
子
の
部
》

　
①（
内
山
吉
寿
、板
井
俊
哉
）　

　
②（
熊
本
将
志
、内
野
優
記
）

　《
一
般
女
子
の
部
》

　
①（
小
島
妹
子
、須
川
美
香
）

　
②（
永
留
清
子
、宮
下
真
弓
）

　《
成
年
男
子
の
部
》

　
①（
阿
比
留
征
則
、斎
藤
総
喜
）

　
②（
梅
野
敏
弘
、阿
比
留
洋
喜
）

　《
成
年
女
子
の
部
》

　
①（
阿
比
留
る
み
子
、永
留
恵
美
）

　《
壮
年
男
子
Ⅰ
部
》

　
①（
小
田
康
智
、梅
野
菊
次
）

　
②（
鈴
木
治
、藤
井
和
男
）

　《
壮
年
女
子
Ⅰ
部
》

　
①（
平
江
千
賀
子
、瀬
川
寿
子
）

　
②（
梅
野
鏡
子
、宮
原
由
紀
）

　《
壮
年
男
子
Ⅱ
部
》

　
①（
永
留
安
生
、上
野
國
隆
）

▽
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル�

　《
一
般
Ｆ
Ｐ
の
部
》

　
①
上
対
馬
②
厳
原

　《
壮
年
Ｓ
Ｐ
の
部
》

　
①
美
津
島
②
峰

　《
実
年
Ｓ
Ｐ
の
部
》

　
①
美
津
島
②
上
対
馬

���������

▽
バ
ド
ミ
ン
ト
ン�

　《
男
子
》①
厳
原
②
上
県

　《
女
子
》①
厳
原
②
豊
玉

▽
卓
球

　【
団
体
戦
】①
豊
玉
②
厳
原

　【
個
人
戦
】

　《
一
般
男
子
》

　
①
甲
斐
友
規
②
西
山
哲

　《
壮
年
男
子
》

　
①
大
塚
正
②
堀
一
隆

　《
ベ
テ
ラ
ン
男
子
》

　
①
小
島
忠
孝
②
長
則
仁

　《
一
般
女
子
》

　
①
甲
斐
繭
子
②
島
崎
泉

　《
ベ
テ
ラ
ン
女
子
》

　
①
安
藤
久
代
②
津
江
夏
枝

▽
剣
道

【
団
体
戦
の
部
】①
厳
原
②
豊
玉

【
形
の
部
】①
厳
原
②
豊
玉

【
個
人
の
部
】�

《
24
歳
以
下
》①
工
藤
祐
二

　
　
　
　
　
②
小
山
裕
太
郎

《
34
歳
以
下
》①
薄
本
聡

　
　
　
　
　
②
田
中
省
吾

《
44
歳
以
下
》①
古
本
敏
栄

　
　
　
　
　
②
中
里
茂

《
54
歳
以
下
》①
古
藤
省
吾

　
　
　
　
　
②
木
寺
肇

　《
55
歳
以
上
》①
宮
原
三
男

　
　
　
　
　
　
②
渋
江
雄
司�

��������

▽
テ
ニ
ス

　《
男
子
》①
厳
原
②
上
対
馬

　《
女
子
》①
上
対
馬
②
美
津
島

▽
弓
道

　【
近
的
28
ｍ
の
部
】�

　【
団
体
戦
】①
美
津
島
②
厳
原

　【
個
人
戦
】

　《
男
子
》①
田
中
健
太

　
　
　
　
②
川
辺
裕
章
　

　《
女
子
》①
小
島
洋
子

　
　
　
　
②
阿
比
留
慶
子

▽
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル�

　
①
豊
玉（
大
綱
チ
ー
ム
）

　
②
上
対
馬（
泉
チ
ー
ム
）

��������

▽
柔
道

　【
個
人
の
部
】

　
①
田
川
智
康
②
柿
本
航

▽
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

　【
団
体
の
部
総
合
】①
美
津
島
②

　
峰

　【
団
体
の
部
】�

　《
男
子
》

　
①
美
津
島
A
②
厳
原
A

　《
女
子
》①
美
津
島
A
②
峰
B

　【
個
人
の
部
】

　《
男
子
》①
田
川
博
人

　
　
　
　
②
斎
藤
正
一

　《
女
子
》①
山
城
松
子

　
　
　
　
②
武
末
光
子

▽
ボ
ウ
リ
ン
グ

　【
団
体
の
部
】①
厳
原
②
美
津
島

　【
個
人
の
部
】①
大
津
志
津
人

　
　
　
　
　
　
②
草
葉
肇

島
民
体
育
大
会�

　
９
月
６
日
、
55
回
目
と
な
る
島
民
体
育
大
会
（
球
技
・
武

道
種
目
）
が
厳
原
町
と
美
津
島
町
の
各
会
場
で
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
回
の
大
会
で
は
軟
式
野
球
や
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
競
技
な

ど
、
14
の
競
技
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�
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※
氏
名
の
後
の（
　
）内
は
旧
所
属

◎
８
月
31
日
付
退
職�

平
間
千
弘（
観
光
物
産
推
進
本
部

上
対
馬
観
光
物
産
事
務
所
長
）

◎
９
月
30
日
付
退
職

仙
谷
由
紀（
福
祉
保
健
部
健
康
保

健
課
栄
養
士
）

◎
10
月
1
日
付
異
動

【
市
長
部
局
】�

《
観
光
物
産
推
進
本
部
》

▼
本
部
長
＝
廣
田
宗
雄（
上
対
馬

観
光
物
産
事
務
所
長
事
務
取
扱
解

除
）▼
上
対
馬
観
光
物
産
事
務
所

長
＝
古
里
満
雄（
上
対
馬
地
域
活

性
化
セ
ン
タ
ー
地
域
支
援
課
）

《
総
務
企
画
部
》

【
総
務
課
】▼
参
事
＝
八
坂
マ
チ
ヨ

（
美
津
島
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー

住
民
生
活
課
）

《
福
祉
保
健
部
》

【
健
康
保
健
課
】▼
課
長（
昇
任
）＝

仁
位
孝
良（
同
部
長
寿
支
援
課
参

事
兼
課
長
補
佐
）▼
主
幹
＝
神
宮

昌
次（
同
課
）▼
主
任
栄
養
士
＝
江

口
尚
子（
同
部
南
福
祉
保
健
セ
ン

タ
ー
）

【
長
寿
支
援
課
】▼
参
事
兼
課
長
補

佐
＝
乙
成
一
也（
同
部
福
祉
課
）

【
南
福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー
】▼
主
事

＝
村
瀬
文
乃（
教
育
委
員
会
南
地

区
事
務
所
）

《
建
設
部
》

【
建
設
課
】▼
参
事
兼
課
長
補
佐
＝

西
川
均（
美
津
島
地
域
活
性
化
セ

ン
タ
ー
地
域
支
援
課
）

《
美
津
島
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
》�

【
地
域
支
援
課
】▼
主
任
＝
佐
藤
久

（
市
民
生
活
部
税
務
課
）

《
上
対
馬
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
》�

【
地
域
支
援
課
】▼
課
長（
昇
任
）＝

園
田
俊
盛（
同
セ
ン
タ
ー
地
域
支

援
課
参
事
兼
課
長
補
佐
）▼
副
参

事
兼
係
長
＝
犬
束
卓
也（
上
県
地

域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
地
域
支
援
課
）

【
教
育
委
員
会
事
務
局
】

《
南
地
区
教
育
事
務
所
》▼
主
任
＝

手
束
宏
子（
福
祉
保
健
部
南
福
祉

保
健
セ
ン
タ
ー
）

◎
新
規
採
用

【
市
長
部
局
】三
山
浩
樹（
市
民
生

活
部
税
務
課
主
事
）、須
川
優
子（
福

祉
保
健
部
福
祉
課
主
事
）、松
島
由

香
里（
美
津
島
地
域
活
性
化
セ
ン

タ
ー
住
民
生
活
課
主
事
）、前
田
剛

（
上
県
地
域
活
性
化
セ
ン
タ
ー
地

域
支
援
課
主
事
）

【
教
育
委
員
会
事
務
局
】村
瀬
修
一

（
厳
原
地
区
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

主
事
兼
つ
し
ま
図
書
館
主
事
）

対
馬
市
役
所�

　
　
人
事
異
動�

年
金
コ
ー
ナ
ー�

　
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
厚
生
年

金
・
共
済
組
合
の
加
入
者
）

の
被
扶
養
配
偶
者
は
、「
第
三

号
被
保
険
者
」
と
し
て
、
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
ま
す

が
、
配
偶
者
が
退
職（
失
業
）

し
て
失
職
す
る
と
、
夫
婦
と

も
に
市
役
所
で
国
民
年
金
の

「
第
一
号
被
保
険
者
」
に
な

る
た
め
の
手
続
き
を
行
い
、

お
一
人
、
月
額
一
万
四
、
六

六
〇
円
の
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
※
第
一
号
被
保
険
者
は
、

　
　
原
則
、
二
〇
歳
以
上
六

　
　
〇
歳
未
満
の
方
に
限
ら

　
　
れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
、
一
年
分

ま
た
は
六
ヶ
月
分
な
ど
、
定

め
ら
れ
た
月
数
分
に
つ
い
て
、

保
険
料
を
前
納
す
る
と
割
引

に
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
、
夫
婦
お
二
人
で

国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め

る
の
は
大
変
で
す
が
、
あ
る

程
度
の
蓄
え
が
あ
る
方
に
は
、

将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
年

金
額
の
減
額
を
防
ぐ
た
め
に
、

前
納
制
度
を
利
用
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。（
前
納

の
割
引
率
は
、最
大
で
年
二
・

一
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。）

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

経
済
的
に
困
難
な
場
合
、
申

請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
保
険

料
の
納
付
を
免
除
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
申
請
免
除
に
は
所
得

制
限
が
あ
り
、
申
請
者
本
人

は
も
ち
ろ
ん
世
帯
全
員
の
前

年
の
所
得
が
審
査
の
対
象
に

な
り
ま
す
が
、特
に
、配
偶
者

が
免
除
申
請
す
る
年
度
ま
た

は
そ
の
前
年
度
に
退
職
（
失

業
）し
た
場
合
は
、「
特
例
免

除
」
と
い
っ
て
、
退
職
し
た

配
偶
者
本
人
の
所
得
の
状
況

を
除
外
し
て
審
査
が
行
わ
れ

ま
す
の
で
所
得
制
限
の
審
査

の
ハ
ー
ド
ル
が
低
く
な
り
ま

す
。

免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、

①
免
除
さ
れ
た
期
間
は
老
齢

　
基
礎
年
金
・
老
齢
厚
生
年

　
金
の
受
給
資
格
期
間
の
二

　
五
年
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

②
免
除
さ
れ
た
期
間
は
老
齢

　
基
礎
年
金
の
二
分
の
一
の

　
年
金
額
が
保
障
さ
れ
ま
す
。

③
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い

　
っ
た
不
慮
の
事
故
が
発
生

　
し
た
と
き
に
、
障
害
基
礎

　
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
を

　
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る

　
場
合
の
受
給
資
格
期
間
に

　
算
入
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

長
崎
社
会
保
険
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　
　
運
営
課

☎
０
９
５-

８
３
２

　-

６
２
５
４

▼ 

社
会
保
険
事
務
局
の�

　
　
出
張
相
談
の
お
知
ら
せ

11
月
18
日
（
水
）

　
対
馬
市
役
所

　
別
館
第
１
会
議
室

　
午
前
10
時
か
ら

　
午
後
５
時
ま
で

11
月
19
日
（
木
）

　
美
津
島
地
域
活
性
化
セ
ン

　
タ
ー
別
館
会
議
室

　
午
前
９
時
か
ら

　
午
後
２
時
ま
で

＊
今
回
も
同
会
場
で
健
康
保

険
相
談
が
開
設
さ
れ
ま
す
。

○
配
偶
者
の
退
職

○
配
偶
者
の
退
職（
失
業
）

（
失
業
）�

　
に
よ
り
第
三
号
被
保
険

　
に
よ
り
第
三
号
被
保
険�

　
者
の
資
格
を
失
っ
た
と
き

者
の
資
格
を
失
っ
た
と
き�

○
配
偶
者
の
退
職（
失
業
）�

　
に
よ
り
第
三
号
被
保
険�

　
者
の
資
格
を
失
っ
た
と
き�

前
納
の
お
勧
め�

�

退
職（
失
業
）時
の�

　
　
　
　
特
例
免
除
制
度�

�


